
足場からの墜落防止措置が強化されます

・規則制定の趣旨と内容
主に狭あいな場所で使用される一側足場は、安衛則に定める手すりの設置等の措置が適用さ
れないところ、令和元年から令和３年の間における足場からの墜落・転落による死亡災害の１
割以上を一側足場が占めていたことから、今般、本足場を設置するために十分な幅がある場所、
すなわち、幅が１メートル以上の場所については本足場の使用が義務付けられます。
ただし、つり足場の場合や、以下のような障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況
により本足場を使用することが困難な場合は、この限りではありません。

１ 一側足場の使用範囲が明確化されます (令和6年4月1日施行)

※「幅が１メートル以上の場所」について、その一部が公道、使用許可が得られない、その他
注文者、施工業者、工事関係者の管理の範囲外で１メートル以上に出来ない場合は対象外です。

(安衛則第561条の２)

(安衛則第567条第３項第１号,第655条第２項第１号)

(安衛則第567条第１項，同条第２項柱書,
第568条,第655条第１項第２号)



２ 足場の点検等には点検者の指名が必要になります
(令和5年10月1日施行)

・規則改正の内容
①足場(つり足場を含む)における作業を行う場合に、その日の作業を開始する前に、作業を
行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無を点検する場合、
②事業者又は注文者について、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足
場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行う場合
以上に該当する場合に、足場の点検者の指名が必要となります。

３ 足場の組立て等の後の点検者の氏名の

記録保存が必要になります (令和5年10月1日施行)

・規則改正の内容
上記２に定める点検を行った場合は、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、
当該点検の結果などに加え、点検者の氏名の記録が追加されます。

山梨労働局・労働基準監督署 （２０２３．６）

参考：労働安全衛生規則第561条の２(新設)
事業者は、幅が１メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければなら
ない。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により
本足場を使用することが困難なときは、この限りではない。


